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【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年12月13日(2010.12.13)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】特許請求の範囲
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
微生物を用いる醗酵によるエリスリトールの産生及びこのエリスリトール結晶の回収方法
であって、これが次の工程：
ａ）エリスリトール含有量に対して１％以下のポリサッカライドを産生する、ポリサッカ
ライドを実質上含有しないエリスリトール産生菌株のモニリエラトメントサバルポリニス
（Ｍｏｎｉｌｉｅｌｌａ　ｔｏｍｅｎｔｏｓａ　ｖａｒ　ｐｏｌｌｉｎｉｓ）ＴＣＶ３６
４［寄託番号ＭＵＣＬ４０３８５］を微生物として使用し、
ｂ）醗酵培地を調製し、
ｃ）上記微生物を醗酵培地に添加し、
ｄ）少なくとも５０ｇ／Ｌのエリスリトールが醗酵培地中に得られるまで微生物を増殖さ
せ、
ｅ）醗酵培地から微生物を除去し、
ｆ）未精製の微生物不含醗酵培地を８０％ｗ／ｗより高い乾燥物質に濃縮し、
ｇ）エリスリトールを結晶化し、ついで
ｈ）エリスリトール結晶を集める
ことから成ることを特徴とする、上記方法。
【請求項２】
未精製の微生物醗酵培地を、少なくとも８５％ｗ／ｗの乾燥物質に濃縮する、請求項１記
載の方法。
【請求項３】
未精製の微生物醗酵培地を、９０％ｗ／ｗより高い乾燥物質に濃縮する、請求項２記載の
方法。
【請求項４】
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エリスリトール結晶を少なくとも８５％の回収率で集め、その結晶は少なくとも９８％ｗ
／ｗの純度を有する、請求項１～３のいずれか１つに記載の方法。
【請求項５】
エリスリトール結晶を少なくとも８５％の回収率で集め、その結晶は少なくとも９９％ｗ
／ｗの純度を有する、請求項１～４のいずれか１つに記載の方法。
【請求項６】
微生物を１０日未満で増殖させる、請求項１～５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項７】
醗酵培地を発泡されたカラムリアクター又はエアーリフト中で調製する、請求項１～６の
いずれか１つに記載の方法。
【請求項８】
エリスリトール含有量に対して１％以下のポリサッカライドを産生することを特徴とする
、ポリサッカライドを実質上含有しないエリスリトール産生菌株のモニリエラトメントサ
バルポリニス（Ｍｏｎｉｌｉｅｌｌａ　ｔｏｍｅｎｔｏｓａ　ｖａｒ　ｐｏｌｌｉｎｉｓ
）ＴＣＶ３６４［寄託番号ＭＵＣＬ４０３８５］。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６２】
　更に３０～４０時間後、低温滅菌されたデンプン加水分解物（Ｃ☆Ｐｌｕｓ０２６６８
、９５％デキストロース、７０％ｄ．ｓ．）の添加を開始して、デキトロースレベルを２
０～１００ｇ／Ｌに維持する。ブロスの最終容量が４８００Ｌになるまでこの添加を続け
る。ブロス中のデキトロースレベルが２ｇ／Ｌ未満、すなわち１０日未満でこの値になる
まで醗酵を続ける。
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